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応募後チェック応募

1. C事業の事前チェック

SHIFT事業 省CO2型設備更新支援「C.中小企業事業」へ応募する前に、

実施計画書の事前チェックを行うこととなります。
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EIC：一般財団法人環境イノベーション機構
ECCJ：一般財団法人省エネルギーセンター
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時間を
要していた

応募後、工事着手等を迅速にできます。

応募前にチェックを受けながら実施計画
書を完成させていくことができます。

事前チェック
運
営
事
務
局

応募

事前
チェック
完了後

今
回

ECCJ
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CO2削減効果の
算定内容を確認
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2. 事前チェックのフロー



4

①
実
施
計
画
書
等
の
作
成

②
事
前
チ
ェ
ッ
ク
の
申
し
込
み

④
実
施
計
画
書
等
の
提
出

⑦
実
施
計
画
書
の
修
正
・
再
提
出

事
前
確
認
証
の
受
領

⑧
事
前
チ
ェ
ッ
ク
の
完
了

設
備
更
新
へ
応
募

ファイル送受信サービス
「SECURE DELIVER」

を使用します。

作成した実施計画書を運営事務局へ提出し、チェック結果（事前確認証）を受領し、

チェック結果に応じた修正を実施し再提出する流れです。

2-1. 事業者、支援機関等の実施フロー
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2-2. ファイル送受信サービス：①メールが届く

まず、「SECURE DERIVER」よりメールが届きます。

［送信案内］事前チェック申し込みを受け付けました

●●●●様

本メールはSHIFT事業運営事務局がSECURE DERIVERより送信しています。

事前チェックのお申し込みをいただき、ありがとうございます。

お申込みを受け付けいたした。

事前チェックを受ける実施計画書及び事前確認証をお送りくださいますよう

お願いいたします。

以下のURLから送信いただけます。

https://i-securedeliver.jp/sd/shift/jsf/login/･･･････････････

ログイン画面上で「パスワード通知」ボタンをクリックしていただくことでパスワードが
メールにて送信されます。

データ送信依頼があります。以下の日時までに上記URLからデータを送信してく
返信期限： 2024/●●/●●

メール文例

URLをクリック
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2-2. ファイル送受信サービス：②ログインする

➌パスワードを入力する ⇒ ➍「ログイン」をクリックする

メール文のURLをクリックすると、ログイン画面が表示されます。

➊「パスワード通知」をクリックする ⇒ ➋パスワードがメールで送られてくる
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2-3. 事前チェックの申し込み

次の事前チェックのページにリンクのある「申込フォーム」に、
必要事項を入力してお申し込みください。

お申し込みの前に、必要書類を作成してください。

https://www.eccj.or.jp/shift/check/index.html

入力項目例
【事前チェックのご担当の情報】
• 法人名、部署名、など
• 氏名
• メールアドレス
• 電話番号
【応募する事業者・事業場の情報】
• 事業者名
• 工場・事業場名
他
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（単独参加者用）

1. 基本情報
目標保有者のうち主体的に削減を行う者に関する基本情報

工場・事業場の名称 株式会社　〇〇　●●工場

SHIFT事業 第４期 基準年度CO2排出量算定報告書

目標保有者の名称 株式会社　〇〇

工場・事業場の所在地 △△県▽▽市◇◇町１２３－４

業
種
等

事業所形態（工場/事業場） 工場

分類番号：産業分類名
※日本標準産業分類

（平成25年10月改定）より
111 製糸業，紡績業，化学繊維・ねん糸等製造業

事業場
の種類

（工場の

主たる用途

建物の延床面積（㎡） 0 ㎡

用

事務所 ㎡

学校 ㎡

2-4. 事前チェックに必要な書類

ファイル名は、「申込受付、ファイル送受信サービス案内」のメールに記載します。

書類の様式は、下記リンクの「5. 事前チェック関係資料」よりダウンロードしてください。

https://www.eccj.or.jp/shift/check/index.html

算定報告書・実施計画書
（Excel）

お申し込みの前に、必要書類を作成してください。

実施計画書CO2削減効果
事前確認証
（Excel）

※基準年度（設備導入前）のCO2排出量も
算定してください。

※以降「事前確認証」と記載
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2-4. ①算定報告書・実施計画書

シート名
基本情報等1
敷地境界等2
算定体制3
排出源リスト4
モニタリングポイント5
CO2排出量①（工場・事業場全体）6-1
CO2排出量②（工場・事業場全体）6-2
CO2排出量③（工場・事業場全体）6-3
CO2排出量_総括（工場・事業場全体）6-4
CO2排出量①（主要なシステム系統）7-1
CO2排出量②（主要なシステム系統）7-2
CO2排出量③（主要なシステム系統）7-3
CO2排出量_総括（主要なシステム系統）7-4
備考8

シート名
表紙---
主要機器の排出量---
設備CO2削減計画513
設備構成比較524
対策個票（冒頭～1項）---
対策個票（2項）---
対策個票（3項）---
対策個票（4項）---
対策個票（5項）---
対策個票（6項）---
対策個票（7項）---
対策個票（8項）---
対策個票（9項）---
法定耐用年数542
排出係数・単価表---
【参考】対策メニューリスト---

算定報告書 実施計画書

参考情報として記入いただくシート（必要項目のみ）
チェック対象のシート（必要項目のみ）

対策個票
の

各項目

その他詳細は、「事前チェックに必要な記載箇所」を参照ください。
（https://www.eccj.or.jp/shift/check/doc/Entry_items_for_pre-report_C.pdf）

算定報告書と実施計画書の構成シートが、1つのExcelファイルに集約されています。
事前チェックに必要な記載箇所をご確認ください。（未記載の場合、再提出を求めます）

※算定報告書の「6-1」～「6-3」は、「必要な箇所」ではないが、基準年度CO2排出量の算定に利用できます。
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2-4. ②事前確認証

チェック結果と修正内容をコミュニケーションするツールです。
確認結果が要確認【重要】と要確認［軽微］の項目が、修正の必要な対象です。

要確認【重要】がなくなるまで、修正と再提出を繰り返します。

確認結果が、「要確認【重要】」、「要確認［軽微］」の箇所は、
指摘事項に対応し、実施計画書を修正してください。確認結果

修正対応結果をプルダウンリストより選択。
修正対応に関する説明や、
確認内容への質問等を記入してください。

指摘事項 修正対応に関する説明など

指摘事項 修正対応に関する説明など

修正対応
結果
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初回は
「10～15営業日」
程度要します

実施計画書の内容確認には、初回の場合で10～15営業日程度、2回目以降の場合

で5～10営業日程度を要します。余裕を持った日程計画をたててください。

実
施
計
画
書
の
内
容
確
認

3. 事前チェックに要する目安期間

実
施
計
画
書
の
修
正

実
施
計
画
書
の
内
容
確
認

2回目以降は
「5～10営業日」
程度要します。

事
前
チ
ェ
ッ
ク
の
完
了

繰り返す場合がある



12

事前チェックの円滑な実施のために、下記の事項にご協力ください。

実施計画書は、第三者が読んで速やかに理解できるように記述してくださ
い。理解しにくい記述は、内容確認に時間を要するだけでなく、内容不明
で再提出していただくこともあります。ご提出前に、複数の方が目を通す
等、ご確認をお願いいたします。

実施計画書の様式の各シートの右側（AO列から右）の「記入例及び注
記」を参照し、記入してください。特に、対策個票シートの「３．年間活
動量の算出根拠」の記入欄に、「別紙のとおり」のみが記述されている場
合は、内容確認に時間を要するだけでなく、誤認の元にもなります。「記
入例及び注記」の『別紙シートを利用する場合の注記』に沿って記述して
ください。

別紙を使用する場合は、なるべく1シートで完結するようにしてください。
別紙から別の別紙を参照したり、計算式がシート間をまたがったりと複雑
化しますと、内容を理解するまでに多くの時間を要します。

3-1. ご協力のお願い
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4. 留意事項

本事前チェックは、SHIFT事業 省CO2型設備更新支援「Ｃ．中小企業
事業」に応募予定の案件に対して実施するもので、チェックの結果は
「Ｃ．中小企業事業」においてのみ有効です。

なお、事前チェック完了後に、SHIFT事業で使用する単位発熱量や
CO2排出係数が変更となった場合は、当該数値の変更に伴う削減量の
修正をお願いすることがあります。

同一の事業者または支援機関・事務代行者が複数の事前チェックを申し
込む場合は、原則として１件ずつ対応（最初の案件のチェック完了後に、
次の案件のチェックを実施）いたします。

事前チェックの対象は「C. 中小企業事業に申請する補助対象設備の
更新対策」のみです。自主的対策（運用改善等補助対象外の対策）は
事前チェックの対象に含まれません。

CO2削減効果の算定は、「SHIFT事業CO2削減対策の効果算定ガイド
ライン」で認められる水準を満たすことが求められます。

※「SHIFT事業CO2削減対策の効果算定ガイドライン」は、下記リンクの
「5. 事前チェック関係資料」に掲載しています。

https://www.eccj.or.jp/shift/check/index.html



お問合せ先

一般財団法人省エネルギーセンター

SHIFT事業 運営事務局

E-mail ：shift_check@eccj.or.jp


